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プロポーザル実施公告 

 

次のとおり公募型プロポーザルを行いますので、参加を希望される方は、必要

な書類を提出してください。 

 

令和５年７月 25日 

 

日本水道協会全国会議運営委員会 

委員長 藤原 政幸 

 

 

１ 業務の概要 

(1) 業 務 名 日本水道協会令和６年度全国会議運営業務委託 

(2) 業務内容 別紙「企画提案仕様書」および「企画提案書に関する参考資料」 

のとおり 

(3) 履行期間 契約締結日から本会議残務終了時（令和７年３月 31日予定） 

まで 

 

２ 参加資格 

次に掲げる条件の全てに該当する事業者による提案を要件とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に

該当していない者であること 

（２）民事再生法（平成 11年法律第 225号）の規定による再生手続開始の

申立て中又は再生手続中でないこと 

（３）会社更生法（平成 14年法律第 154号）の規定による更生手続開始の

申立て中又は更生手続中でないこと 

（４）神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月 15日市長決定）による指名

停止又は指名留保の措置期間中でない者であること 

（５）業務運営に関し、各種法令に基づく許可、認可、免許等を必要とする

場合において、これらを受けていること 

（６）国税及び地方税を滞納していない者であること 

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77

号）第２条第６号に規定する暴力団員が役員又は代表者としてもしく

は実質的に経営に関与している団体、その他暴力団又は暴力団員と社

会的に非難されるべき関係を有している団体など、神戸市契約事務等

からの暴力団等の排除に関する要綱第５条各号に該当する団体でない
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こと 

（８）令和４・５年度の神戸市競争入札参加資格を有すること。当該資格を

有しない場合は、登記簿謄本（又は登記事項に関する全部証明）、及び

納税証明書、神戸市契約事務等からの暴力団関係者排除に係る誓約書

を提出すること。 

（９）本社又は支社等の所在地が神戸市内であること。 

 

３ 参加手続 

(1) 担当部署及び問合せ先 

日本水道協会全国会議運営委員会事務局 

（神戸市水道局技術企画課内 神戸市水道局総合庁舎４階） 

〒650-0016 神戸市中央区橘通３丁目４番２号 

電話：078-381-9586  FAX：078-381-9576 

E-mail：suido_gijutsukikaku@office.city.kobe.lg.jp 

担当：毛笠、松本 

(2) 実施説明書等の入手方法 

日本水道協会関西地方支部の webサイトからダウンロードする。 

アドレス https://wwa-kansai.org 

(3)企画提案書等の提出 

ア 提出期間 

 令和５年７月 25日（火）～令和５年９月６日（水） 

イ  受付時間 

午前９時から午後５時（正午から午後１時までを除く）。 

提出期限後に到着した企画提案書等は無効とする。 

ウ 提出場所・方法 

 (1)に示す場所まで持参または郵送で提出すること。 

エ 提出部数 

・企画提案書 10部（正本１部、副本９部） 

・CD-Rまたは DVD-R１枚（企画提案書を PDFファイル（10MB 以下）にし 

たもの） 

(4) 実施説明会の開催 

本プロポーザルに係る説明会を、次のとおり開催するので、参加にあた

っては、実施説明書等を各自用意すること。 

ア 開催日時 

  令和５年８月４日（金） １時間程度 

  開催時間は、事前説明会参加届を確認したうえで決定する。 

mailto:suido_gijutsukikaku@office.city.kobe.lg.jp
https://wwa-kansai.org/
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イ 開催場所 

  参集による開催（神戸市水道局総合庁舎４階） 

ウ 参加方法 

事前説明会参加届（様式 1）を令和５年８月１日（火）午後５時まで 

に (1)に示す場所へＦＡＸ又は電子メールにより提出すること。 

提出を確認したのち、事前説明会参加届に記載のメールアドレスに開

催時間等を送付する。 

※但し、事前説明会への参加社数によっては、中止とさせていただく

合がある。 

４ 審査の手続及び契約候補者の選定 

  提出された企画提案書等を評価基準に基づいて書面審査し、最も優れてい

る提案者を契約候補者として選定する。 

 

５ その他 

(1)企画提案書の作成等提案に関して必要となる一切の費用は、提案者の負

担とする。 

(2)次に該当する提案は、無効とする。 

ア 本公告に示した参加資格を有しない者のした提案 

イ 企画提案書等に虚偽の記載をした者の提案 

 ウ 企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した提案 

 エ 見積金額が実施説明書に示した提案上限金額を超える提案 

 オ 審査の公平性に影響を与える行為をした者の提案 

(3)提出期限後は、提出された企画提案書等の差替え又は再提出は認めない

ものとする（本市から指示があった場合を除く。） 

(4)その他詳細は、実施説明書による 


